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研究成果の概要（和文）：実体法上の権利義務は、民事訴訟によってその存否が明らかになり、
さらに、民事執行において実現するが、そのことは、財産管理制度においてもあてはまる。し
たがって、財産管理制度における法規律や、法概念は、実体法、民事訴訟、および、民事執行
の局面のいずれにおいても、把握することができ、行使することができ、また、運用すること
ができるものでなければならない。すなわち、解釈論においても、立法論においても、この点
への配慮が不可欠である。その代表例が、権利能力なき社団に帰属する不動産について、権利
能力なき社団が負う債務にかかる債権の債権者がする強制執行を、どのように規律するかとい
う問題であり、具体的には、社団内部の意思決定の方法、代表の方法、および、訴訟の追行権
限と一体となった解決が図られるべきである。さらに、実体法上の権利義務のうち、不動産登
記にかかわる問題は、特に、その民事執行における実現の局面において、不動産登記に関する
権利義務特有の性格を有しており、そのため、そのことが民事訴訟、および、民事執行におけ
る解決に直接の影響を与えている。 
 
研究成果の概要（英文）：Whether or not a particular material right or obligation exists 
is clarified through civil procedure and they are realized through civil execution. This 
also applies in the field of asset management. Therefore legal notion, principles and 
norms that regulate asset management have to be able to be recognized, exercised and 
implemented in all of the following three fields: material law, civil procedure and civil 
execution. Taking this into account is indispensable both in the interpretation of legal 
norms and in legislation, the biggest example of which is shown by the problem of how 
to regulate the civil execution onto a real estate belonging to an association without 
legal capacity initiated by the creditor with claim against such an association, the 
resolution of which should integrate decision-making, representation, and authority to 
carry out civil procedure on the part of such an association. Furthermore, among material 
rights and obligations, those concerning registration of real estates are characterized 
by their unique problems concerning registration especially when it comes to realization 
of such rights and obligations through civil execution, which affects directly the 
interpretation of civil procedure law and civil execution law. 
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会的な需要は増大していて、それに対応する
ために、立法が行なわれ、また、法的な諸問
題についての研究は進められていた。しかし、
それぞれが、簡易で柔軟な財産管理制度であ
る信託、組合、代理・委任、担当（訴訟担当・
執行担当）などは、相互に類似し、また、隣
接するものではあるが、それらを相互に比較
する研究や、実体法と手続法の両面からの総
合的な研究は、必ずしも十分ではなかった。 
 
２．研究の目的 

信託、組合、代理・委任、担当（訴訟担当・
執行担当）などにおいて、内部関係の規律が、
当事者間の利害調整を適切に行なうために
は、どのような内容のものでなければならな
いかを明らかにする。具体的には、受託者、
業務執行者、代理人、受任者、担当者の権限
と義務、権限外の行為の効力、および、義務
違反の効果などについて、検討を行なう。 
 それとともに、各財産管理制度と第三者と
の間の関係の規律は、どのようなものである
べきかを明らかにする。具体的には、誰に対
するどのような債権の責任財産となるのは、
どの財産かという問題などについて、執行の
局面における手続も視野に入れて、検討を行
なう。 
 
３．研究の方法 
 個別の財産管理制度の内部関係、または、
第三者との関係について、順次、実体法と手
続法の両面から、検討を加える。その際には、
我が国における判例と学説、必要に応じて、
裁判所における実務を調査し、それらがどの
ようなものであるかを明らかにする。 
 さらに、２つ以上の個別の財産管理制度に
ついての法的規律の内容を比較し、どのよう
な事情を基礎にして、どのようなねらいを実
現するために、それぞれの法的規律が形成さ
れているかを明らかにする。 
 以上のような方法で、研究を行なった。そ
のために、研究代表者・研究分担者の全員が
参加する研究会合を、研究期間中、定期的に
行ない、研究の成果・途中経過を報告し、全
員で討議し、それを行なったうえで、研究代
表者・研究分担者のそれぞれが、それらによ
って得られた研究成果を、論文発表により、
または、学会発表により発表した。 
 
４．研究成果 
 主要な研究成果は、以下のようなものであ
る。 
 権利能力なき社団について、その社団内部
の意思決定の方法、代表の方法、訴訟の追行
権限、および、社団の財産に対する強制執行
の方法の問題が、相互に関連していて、その
ため、それらが一体となって解決が図られる
べきことが明らかにされた（雑誌論文⑦、⑪、

⑫、⑲、23。学会報告①）。そのことに関連
して、不動産執行における執行債務者と所有
者とが相違する場合、および、抵触する処分
があった場合について、それぞれの解決の方
向性が示された（雑誌論文③、⑬。学会報告
③） 
 区分所有建物における管理組合は、管理
者・集会・規約などの法律上の制度を基礎づ
ける側面とともに、権利能力なき社団として
財産を有し、代表者によって権利を取得し義
務を負担する側面を、ともに有することが明
らかにされた（雑誌論文⑨）。 
 多数の人が、それぞれ有する同種の権利を
訴訟によってどのように実現するかという
問題について、消費者集合訴訟として、２段
階で、訴訟を行ない、権利の実現を図ること
の可能性と課題が明らかにされた（学会報告
②、④）。 
 さらに、固有必要的共同訴訟は、複数に帰
属する権利について、代表、代理、担当とい
う方法を用いずに、権利が帰属する複数人全
員が揃って訴訟の当事者とならなければな
らないとする制度であり、代表、代理、担当
という他人の権利を管理処分することを可
能とする制度は、固有必要的共同訴訟との対
比のなかで、その有用性とともに問題点が明
らかにされなければならないことが示され
た（雑誌論文 34） 
遺言執行者の権限と責任の問題、および、

訴訟担当という制度のなかでの遺言執行者
の特徴と位置づけが明らかにされ、さらに、
当事者適格論のなかでの訴訟担当制度の特
徴と位置づけが明らかにされた（雑誌論文⑩、
21、24）。そのことに関連して、相続をめぐ
る民事訴訟法上の具体的な問題について、研
究成果が示された（発表論文⑯、20、25）。 
三当事者間の紛争解決を図る独立当事者

参加は、財産管理制度と隣接する訴訟制度で
あり、その研究成果が示され（発表論文⑤、
32）、倒産諸手続は、いずれも、再生・更生
または清算を目的とした特殊な財産管理制
度と位置づけることができ、そのような倒産
諸手続上の具体的な問題について、研究成果
が示された（発表論文④、⑮、22、33、図書
①）。そのことに関連して、民事執行法上の
具体的な問題について、研究成果が示された
（発表論文①、②、26、図書②）。 
これらを通して、研究成果の全体として、

次のことを明らかにすることができた。実体
法上の権利義務は、民事訴訟によってその存
否が明らかになり、さらに、民事執行におい
て実現するが、そのことは、財産管理制度に
おいてもあてはまる。したがって、財産管理
制度における法規律や、法概念は、実体法、
民事訴訟、および、民事執行の局面のいずれ
においても、把握することができ、行使する
ことができ、また、運用することができるも



のでなければならない。すなわち、解釈論に
おいても、立法論においても、この点への配
慮が不可欠である。その代表例が、権利能力
なき社団に帰属する不動産について、権利能
力なき社団が負う債務にかかる債権の債権
者がする強制執行を、どのように規律するか
という問題であり、具体的には、社団内部の
意思決定の方法、代表の方法、および、訴訟
の追行権限と一体となった解決が図られる
べきである。さらに、実体法上の権利義務の
うち、不動産登記にかかわる問題は、特に、
その民事執行における実現の局面において、
不動産登記に関する権利義務特有の性格を
有しており、そのため、そのことが民事訴訟、
および、民事執行における解決に直接の影響
を与えている。 
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